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国
民
健
康
保
険
加
入
の

方
へ

　
◆
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

70
～
74
歳
の
方
に
交
付
し
て

い
る
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期

限
は
、
７
月
31
日(

ま
た
は
75

歳
の
誕
生
日
の
前
日)

で
す
。

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
、

令
和
５
年
分
の
所
得
を
も
と
に

負
担
割
合
を
再
判
定
し
、
７
月

中
に
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
70
歳
の
誕
生
日
を
迎

え
る
方
は
、
誕
生
月
の
下
旬

(

1
日
生
ま
れ
の
方
は
誕
生
月

の
前
月
下
旬)

に
翌
月
1
日
か

ら
使
え
る
高
齢
受
給
者
証
を
送

付
し
ま
す
。

◆
限
度
額
適
用
認
定
証
、
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
の
更
新

　

医
療
機
関
で
提
示
す
る
と
、

同
月
内
の
各
医
療
機
関
で
の
窓

口
負
担
は
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。
交
付
に
は
申

請
が
必
要
で
す
。
有
効
期
限
は

７
月
31
日
で
す
。
８
月
以
降
も

必
要
な
場
合
は
、
必
ず
更
新
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
70
歳
以
上
の
住
民
税

課
税
世
帯
で
２
割
負
担
の
方
、

３
割
負
担
で
課
税
所
得
６
９
０

万
円
以
上
の
方
は
、
申
請
は
不

要
で
す
。

適
用　

申
請
月
初
日
か
ら(

申

請
月
の
前
月
以
前
の
分
は
、
さ

か
の
ぼ
っ
て
適
用
さ
れ
ま
せ

ん)

。

申
請
・
問
合
せ
先　

保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
３

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

申
請

　　

今
年
度(

７
月
～
令
和
７
年

６
月
分)

の
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
を
希

望
す
る
場
合
は
、
申
請
が
必
要

で
す
。(

本
人
・
配
偶
者
・
世

帯
主
の
所
得
審
査
あ
り)

　

免
除
期
間
の
取
扱
い
は
、
表

の
と
お
り
で
す
。
免
除
期
間
の

保
険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ

ば
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
方
法　

【
郵
送
申
請
】
申
請
書
・
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
基
礎

年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の
の
写

し
を
郵
送

【
窓
口
申
請
】
本
人
確
認
書
類

と
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も

の
を
持
参(

令
和
４
年
12
月
31

日
以
降
に
離
職
し
た
方
は
、
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

離
職
票
な
ど
が
必
要)

※
申
請
書
は
、
日

本
年
金
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

◆
継
続
免
除

　

令
和
５
年
度
に
全
額
免
除
ま

た
は
納
付
猶
予
の
承
認
を
う
け
、

継
続
申
請
を
希
望
し
た
方
は
、

今
年
度
の
申
請
は
不
要
で
す
。

　

審
査
の
結
果
、
承
認
さ
れ
な

か
っ
た
方
で
、
一
部
免
除
な
ど

を
希
望
す
る
場
合
は
改
め
て
申

請
が
必
要
で
す
。

申
請
・
問
合
せ
先　

貝
塚
年
金

事
務
所
☎
０
７
２
・
４
３
１
・

１
１
２
２
、
保
険
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
４

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
●
８
月
か
ら
「
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
」
が
変
わ
り
ま

す
　

被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方

に
は
、
７
月
下
旬
ま
で
に
新
し

い
被
保
険
者
証(

薄
緑
色)

を
送

付
し
ま
す
。
有
効
期
限
は
令
和

７
年
７
月
31
日
ま
で
の
１
年
間

で
、
新
し
い
被
保
険
者
証
は
届

い
た
日
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。

　

新
し
く
被
保
険
者
に
な
っ
た

方
に
は
被
保
険
者
証
を
随
時
送

付
し
ま
す
。

●
７
月
中
に
「
令
和
６
年
度
保

険
料
額
決
定
通
知
書
及
び
納
入

通
知
書
」
を
送
付

　

５
月
以
降
に
被
保
険
者
に

な
っ
た
方
は
、
加
入
月
分
か
ら

月
割
で
保
険
料
を
納
め
て
く
だ

さ
い
。

●
保
険
料
の
徴
収
猶
予
や
減
免

　

災
害
に
よ
り
損
害
を
受
け
た

場
合
や
同
一
世
帯
内
の
被
保
険

者
と
世
帯
主
の
収
入
が
著
し
く

減
少
し
た
場
合
な
ど
、
納
付
が

困
難
な
方
は
保
険
料
の
徴
収
猶

予
や
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
を

軽
減
し
ま
す　

●
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証(

減
額
証)

　

医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、

医
療
費
と
入
院
時
の
食
事
代
の

自
己
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

自
己
負
担
割
合
が
1
割
で
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
被
保
険
者
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

●
限
度
額
適
用
認
定
証（
限
度

証
）

　

医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。
自
己
負
担
割
合
が

３
割
で
住
民
税
課
税
所
得
が
６

９
０
万
円
未
満
の
世
帯
の
被
保

険
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
交
付
し
て
い
る
減
額

証
、
限
度
証
の
有
効
期
間
は
７

月
31
日
ま
で
で
す
。
引
き
続
き

該
当
す
る
方
に
は
7
月
下
旬
に

対象　令和６年６月３日(基準日)時点で市に住民登録があり、令和５
年度に「住民税非課税世帯支援給付金」または「住民税均等割のみ課
税世帯支援給付金」が対象外であった世帯のうち、次の①～③のいず
れかに該当する世帯(世帯全員が課税者に扶養されている世帯は除く)
①令和６年度の住民税が非課税者のみで構成される世帯
②令和６年度の住民税が均等割のみの課税者で構成される世帯
③令和６年度の住民税が均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成さ
れる世帯
※世帯員に18歳以下の子どもがいる場合には子ども加算分の支給有。
支給額　１世帯あたり10万円、子ども加算分は子ども１人あたり５万
円
申請方法　７月中旬、対象と思われる世帯の世帯主に市から確認書を
発送しますので、内容を確認のうえ返送してください(世帯員に令和６
年１月２日以降に他市から転入した方がいる場合や、令和６年７月10
日以降に税の申告により対象となった場合などは別途申請が必要です)
申請期限　10月31日(木)消印有効
申請・問合せ先　低所得世帯支援給付金担当(福祉総務課内)
☎072－433－7062(土・日・祝除く午前９時～午後５時)

令和６年度 低所得世帯支援給付金

<国民健康保険・後期高齢者医療保険共通＞

対象　市から令和６年度個人住民税が課税されており、定額減税可
能額が「令和６年分推計所得税額(令和５年分所得税額)」または
「令和６年度個人住民税所得割額」を上回る方(納税義務者本人の
合計所得が1,805万円を超える場合を除く)
※令和６年分所得税額が判明した時点で給付額に不足が生じた場合
は、当該不足額を令和７年度以降に追加給付する予定です。
支給額　①②の計算式の合計額(端数は１万円単位に切り上げ)
①所得税分定額減税可能額[３万円×(本人＋扶養親族数)]－令和６
年分推計所得税額(令和５年分所得税額)
②個人住民税所得割分減税可能額[１万円×(本人＋扶養親族人数)]
－令和６年度個人住民税所得割額
※①②とも、扶養親族は国外居住者を除く。
申請方法　７月下旬以降、対象と思われる方に市から確認書を発送
しますので、内容を確認のうえ返送してください
申請期限　10月31日(木)消印有効
申請・問合せ先　定額減税補足給付金(調整給付)担当(課税課内）
☎072－433－7062(土・日・祝除く午前９時～午後５時)

令和６年度　定額減税補足給付金(調整給付)

保
険
・
年
金

必要な
納付額

受給資格
期間

全額免除

３/４免除

半額免除

１/４免除

　0円

4,250円

8,490円

12,740円

0円

１/２

５/８

３/４

７/８

ー

入
り
ま
す

年金額の
計算

納付猶予
(50歳未満の方)

区　分

新
し
い
減
額
証
、
限
度
証
を
送

付
し
ま
す
。

　

新
た
に
交
付
を
希
望
さ
れ
る

対
象
の
方
は
保
険
年
金
課
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

持
物　

被
保
険
者
証

申
請
・
問
合
せ
先　

保
険
年
金

課(

被
保
険
者
証
・
保
険
料
に

関
す
る
こ
と
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
２
７
１
、
減
額
証
・
限

度
証
に
関
す
る
こ
と
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
７
３)

府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

資
格
管
理
課(

制
度
全
般
に
関

す
る
こ
と
☎
06
・
４
７
９
０
・

２
０
２
８)

入
院
時
の
食
事
代
の
自
己

負
担
額
が
改
正

　

令
和
６
年
６
月
１
日
以
降
、

表
の
と
お
り
変
更
に
な
り
ま
し

た
。
療
養
病
床
な
ど
に
入
院
し

て
い
る
方
は
表
以
外
の
金
額
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

保
険
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
３

一般(②・③以外の方)

住民税非課税世帯
(70歳以上の
 低所得者Ⅱ)

②のうち、所得が一定基準に満たない
70歳以上の方(低所得者Ⅰ)

90日以内の入院
(過去12カ月の入院日数）

90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数）

490円※(1)

230円

180円※(2)

110円

①

②

③

※(1)一部280円の場合あり　(2)別途申請が必要

ホームページ

障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

で
優
秀
な
成
績

(

順
不
同
・
敬
称
略)

◆
第
16
回
大
阪
府
視
覚
障
が
い

者
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク

個
人
戦
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス

３
位　

湯
川
洋
子(
石
才)

◆
第
32
回
大
阪
府
視
覚
障
が
い

者
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
大
会

ハ
ー
フ
の
部
・
団
体

優
勝　

貝
塚
す
ば
る
チ
ー
ム

ハ
ー
フ
の
部
・
個
人
・
ア
イ
マ

ス
ク
あ
り

優
勝　

篠
原
秀
雄(

鳥
羽)

ハ
ー
フ
の
部
・
個
人
・
ア
イ
マ

ス
ク
な
し

優
勝　

湯
川
洋
子(

石
才)

◆
第
24
回
大
阪
府
障
が
い
者
ス

ポ
ー
ツ
大
会

陸
上
競
技

仮
屋
彰
博(

東)

　

立
ち
幅
跳
び

：

２
位
、
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
投
げ

：

３
位

田
仲
三
夫(

清
児)

　

１
５
０
０
ｍ
走
、
立
ち
幅
跳

び

：

1
位

宮
口
英
美
子(

新
町)

　

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
投
げ

：

１
位

大
仲　

子(

津
田
北
町) 　

　

50
ｍ
走

：

１
位
、
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
投
げ

：

２
位

中
村
弘
幸(

久
保)

　

50
ｍ
走

：

２
位

水
泳
競
技

生
長
善
治
郎(

澤)

　

25
ｍ
自
由
形
、
50
ｍ
自
由

形

：

１
位

生
長
奈
緒
美(

澤)

　

25
ｍ
平
泳
ぎ
、
50
ｍ
自
由

形

：

１
位

フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク

波
江
野
隼
人(

地
蔵
堂)

　

デ
ィ
ス
タ
ン
ス

：
１
位

井
出
千
尋(

小
瀬)

　

デ
ィ
ス
リ
ー
ト

：

２
位

サ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
テ
ニ
ス

　

下
平
雅
美(

清
児) 　

３
位

一
般
卓
球

　

冠
啓
一
郎(

澤) 　

１
位

問
合
せ
先　

障
害
福
祉
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
０
１
２


